
令和 5(2023)年 4 月吉日 

会 員 各 位 

一般社団法人日本転倒予防学会 事務局 

 

会費適用期間および転倒予防指導士登録更新手続き期間変更のお知らせ 

ならびに 会費納入のお願い 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本会運営にご協力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

本会は、2022 年 4 月、一般社団法人化に伴い、毎年 10 月に開催されております学術集会を中心

に、事業年度および会計年度を毎年 8 月～翌 7 月に変更いたしました。 

会費(1 年分)につきましては、4 月～翌 3 月のままとさせていただいておりましたが、2023 年度

より、会計年度に合わせた期間（8 月～翌 7 月）へ移行することとなりました。なお、会費の金額

に変更はありません。また本年 4 月～７月の期間につきましては、追加の納入はいただかずに会員

資格を継続していただけます。 

併せまして、転倒予防指導士につきましても更新手続期間・更新料納付期間が同様の理由により

変更となります。来年の更新予定の皆様（第 7 回・第 8 回講習会認定 指導士番号 180669～

180847 の第 1 回更新分）より、更新手続期間を４月～６月とし、指導士認定カードの送付は 7 月

～8 月頃予定とさせていただきます。 

 今後もさらなる会員サービスの充実を図ってまいりたいと考えております。何卒ご理解いただ

き、引き続きご協力賜りますようお願い申し上げます。                敬具 

 

同封物： 2023 年度会費振込み票 

                   記 

＜会費適用期間変更＞  4 月～翌 3 月  ⇒ 8 月～翌 7 月 

  ※会費金額は変更なし。 

  ※納入につきましては可能な限り 5 月末日までにお願いいたします。 

※本年（2023）年 4 月~7 月は、前年度（2022 年度）の会員資格を継続（追加会費無し）。 

 ※会費振込み票（請求書）送付は、毎年 3 月～4 月。会費の振込み方法は次の二通り 

   1)振込み票：郵送（本状に同封）。 

2)振込み：店名（店番） ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）店(019）、 

預金種目 当座、 口座番号 0731952 

 

＜転倒予防指導士登録更新手続き期間変更＞ 1 月~3 月 ⇒ 4 月～6 月 

  ※ただし、第 7 回・第 8 回講習会認定 指導士番号 180669～180847 の第 1 回更新分より。 

   2024 年 4 月～6 月となります。 


